
 

１ 件 名 三浦市営住宅条例を廃止する条例の基本方針 

 

２ 提案の根拠・理由 

市営晴海住宅及び市営下宮田住宅（共同施設である集会所を含む。）については、耐用

年数を超え、近年の台風等の暴風雨による被害状況その他施設・設備補修の困難性、また

市内の県営住宅の供給状況等に鑑み、用途廃止に係る条例改正議案を令和４年第１回定例

会に提出し全会一致で可決され、現在２住宅の入居者の転居等について鋭意に取り組んで

いる。 

令和５年度においては、残る市営諸磯住宅について、上記と同様の理由で用途廃止する

ことを考えている。また、次の理由により、今後新たに市営住宅を設置しなくても公営住

宅の需要に応えられると考えているため、三浦市営住宅条例を廃止する。 

 （１）現在、県営を含む市内の公営住宅戸数は、世帯比率で県内市町村（33 自治体）の

中で最も高い水準であるため。 

 （２）市内に設置されている県営住宅の募集は、毎年度行われているため。 

 

３ 条例の内容 

 （１） 市営諸磯住宅について、既に用途廃止について条例改正公布済みである市営晴海

住宅、市営下宮田住宅と同様、用途廃止をする。よって、三浦市営住宅条例により設置

運営される市営住宅は全て不存在となるため、同条例を廃止することとする。 

 （２） 前記（１）の廃止は、廃止条例の公布の日から１年を超えない範囲内において規

則で定める日から施行することとする。 

（３） 前記（１）の廃止に伴う所要の経過措置を設ける。 

 

４ その他施策、参考事項等 

 （１） 本条例廃止に伴う市営住宅の用途廃止に際し、条例規定外の事項として、先行し

て実施している２住宅と同様、市営諸磯住宅の入居者に対しての転居費用の補償のほか、

転居先に応じた家賃の補助を行うことを計画している。 

 （２） 現状における市営住宅の入居者数等の入居状況については、次のとおりである。 

 

〇市営住宅入居状況 令和４年12月15日 現在

R4.4.1 R4.12.15現在

10 2 2世帯のうち、1世帯は令和5年1月末に明渡予定。

1 1 令和5年1月末の明渡に向けて調整中。

11 9

けら田 2 2

ぐみヶ作 9 7

22 12

備考

下宮田住宅

晴海住宅

合計

諸磯住宅

団地名
入居世帯数
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